
全地方公共団体の約６割の団体（1,015団体／1,794団体、56.6％）が、

自宅に係る住居手当を廃止している。

自宅に係る住居手当の状況（平成２３年４月１日時点）

区 分 制度がない団体
経過措置を設け
ている団体

制度が残っている
団体

区分別
団体数

全 団 体
１，０１５団体
（５６．６％）

８３団体
（４．６％）

６９６団体
（３８．８％）

１,７９４団体

都道府県
１６団体

（３４．０％）
７団体

（１４．９％）
２４団体

（５１．１％）
４７団体

指定都市
３団体

（１５．８％）
１団体

（５．３％）
１５団体

（７８．９％）
１９団体

市町村
９９６団体

（５８．４％）
７５団体

（４．４％）
６３４団体

（３７．２％）
１，７０５団体

特別区
０団体

（０．０％）
０団体

（０．０％）
２３団体

（１００％）
２３団体

※割合は、区分別団体数に対するものである。

地方公務員の自宅に係る住居手当について

国においては、平成２１年に自宅に係る住居手当が廃止されており、総務

省としては、地方公共団体においても、廃止を基本とした見直しを行うこ

とを助言している。
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